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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

　

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

一

〇
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
育
て
支
援
課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 
（　
　

同　
　

）　
　

三

収
用
委
員
会

〇
塩
釜
亘
理
線
牛
野
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

四

〇
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
二
号
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

六

規　
　
　

則

　

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号

　
　
　

 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年

宮
城
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
六
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
、「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号

　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
保
健
法
施
行
細
則
（
平
成
三
年
宮
城
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「（薬

事
法

）」
を
「（医

薬
品
，
医
療
機
器
等
の
品
質
，
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律

）」
に
、
「

処
分
を
受
け
た
事
項

医
療
法

（第
24条
，
第
28条
，
第
29条

）

薬
事
法

（第
72条
第
４
項
，
第
75条
第
１
項

）

」
を

「

処
分
を
受
け
た
事
項
医
療
法

（第
24条
，
第
28条
，
第
29条

）

医
薬
品
，
医
療
機
器
等
の
品
質
，
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律

（第
72条
第
４
項
，
第
75条
第
１
項
，
第
75

条
の
２
第
１
項

 

）

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六七

雑

誌

書

籍

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

週
刊
実
話
ザ
・
タ
ブ
ー
１
２
月
５
日
号　

　

２
０
３
２
７－

１
２
／
５

ド
ラ
ッ
グ
の
品
格

　
 

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
２
８
４－

１
７
５
０－

９
ま
ん
が
実
録
ニ
ッ
ポ
ン
崩
壊
社
会

　

５
３
４
５
３－

９
２

裏
グ
ッ
ズ
カ
タ
ロ
グ
２
０
１
５

　

６
４
２
４
４－
４
８

ヤ
バ
す
ぎ
﹇
検
証
﹈
悪
い
手
口
１
２
４

　

６
４
２
４
４－

３
８

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
１
２
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
２

２
１
世
紀
殺
人
者
読
本

　

６
６
０
９
５－

２
５

㈱
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出
版

㈱
ビ
ジ
ネ
ス
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

㈱
鉄
人
社

㈱
宝
島
社

二　

指
定
理
由

　

 　

図
書
類
の
内
容
が
一
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
二
か
ら
六
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著

し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
七
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻

害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
六
十

一

塩
蔵
等
魚

介
類

有
限
会
社
い
か
や

代
表
取
締
役　

阿
部
秀

次

有
限
会
社
い
か
や

牡
鹿
郡
女
川
町
旭
が
丘
二

－

十
一

－

十

二
百
二

十
四

湯
通
し
塩

蔵
わ
か
め

有
限
会
社
タ
ツ
ミ
食
品

代
表
取
締
役　

遠
藤
市

男

有
限
会
社
タ
ツ
ミ
食
品

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
松
の
坂

五
十
二

二

生
い
も
こ

ん
に
ゃ
く

有
限
会
社
佐
藤
蒟
蒻
店

代
表
取
締
役　

佐
藤
剛

有
限
会
社
佐
藤
蒟
蒻
店

亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字
浅
生
百
二

十
六

一

生
い
も
こ

ん
に
ゃ
く

川
崎
蒟
蒻
加
工
組
合　

大
宮
富
雄

川
崎
蒟
蒻
加
工
組
合

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
裏
丁

三
十
二

－

八

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

株
式
会
社
吉
野
工

業吉
野　

利
勝

石
巻
市
給
分
浜
後
山
四
十

－

一

般－

二
十
三

第
八
千
二
百
八

号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

左
官
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
二
十
六
日

有
限
会
社
太
伸
興

業齋
藤　

貞
男

仙
台
市
若
林
区
蒲
町
三
十

二－

一

般－

二
十
二

第
一
万
八
百
七

十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
三
十
日

藤
装
建
株
式
会
社

阿
部　

雅
通

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一

丁
目
十
五－

二
十
五

般－

二
十
四

第
一
万
二
千
百

一
号

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が･

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
十
八
日

宮
城
機
械
株
式
会

社

仙
台
市
泉
区
山
の
寺
三
丁

目
十
二－

十
六

般－

二
十
四

第
一
万
四
千
七

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
三
十
日
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深
堀　

昇

百
三
十
号

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が･

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

株
式
会
社
マ
ル
ワ

工
業

留
守　

貞
子

塩
竈
市
赤
坂
十
二－

二
十

一

般－

二
十
五

第
一
万
五
千
二

百
二
十
五
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

防
水
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
三
十
日

積
和
不
動
産
東
北

株
式
会
社

中
島　

善
忠

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁

目
十
六－

十

般－

二
十
四

第
一
万
六
千
六

百
三
十
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
十
九
日

有
限
会
社
広
建

阿
部　

直
哉

石
巻
市
南
中
里
四
丁
目
五

－

三

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
二

百
九
十
九
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

菅
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
二
十
四
日

下
越
物
産
株
式
会

社相
澤　

勇
栄

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁

目
二－

三

般－

二
十
二

第
一
万
八
千
八

百
十
一
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

造
園
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

九
月
十
七
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
字
尾
浦
一
二
四
番
一
地
先
か

ら同
郡
女
川
町
尾
浦
字
尾
浦
一
二
二
番
一
地
先
ま
で

前

二
三
・
二
〜

 

六
一
・
三

 

一
一
九
・
七

後

一
三
・
四
〜

 

五
七
・
八

 

一
一
九
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

河
南
米
山
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
字
町
六
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
桃
生
町
寺
崎
字
町
七
一
番
四
地
先
ま
で    

前

　

九
・
三
〜

 

一
三
・
四

 

四
三
・
〇

後

　

九
・
三
〜

 

一
四
・
三

 

四
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

河
南
米
山
線

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
字
町
六
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
桃
生
町
寺
崎
字
町
七
一
番
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

十
一
月
二
十
八
日
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収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

宮
城
県

二　

事
業
の
種
類　

県
道
塩
釜
亘
理
線
改
築
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
柿
沼

地　

番

地　
　
　

目

地　
　
　
　
　
　

積

収
用
し
よ
う
と
す
る

面
積　
　
　
　
　
　

公　

簿

現　

況

公　
　
　

簿

実　
　
　

測

三
四
五
番

墓
地

雑
種
地

七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

七
三
・
二
六
平
方
メ

ー
ト
ル

五
二
・
〇
八
平
方
メ

ー
ト
ル

四　

土
地
所
有
者

　
　

不
明

　

 　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人
亡
丹
野
久
兵
衛　

名
取
郡
東
多
賀
村
牛
野
十
二
番
地
の
法
定
相
続
人
で
次
の
全
員
も
し
く

は
一
部
の
者
（
重
複
す
る
者
は
一
度
の
み
記
載
し
た
）

　
　

持
分　

十
五
分
の
二

　
　
　

丹
野
喜
八
郎　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
北
一
〇
番
地

　
　
　

丹
野
喜
二
郎　
　

宮
城
県
名
取
市
増
田
一
丁
目
一
五
番
三
号

　
　
　

丹
野
正
孝　
　
　

 

神
奈
川
県
横
浜
市
瀬
谷
区
阿
久
和
西
四
丁
目
二
一
番
地
一　

サ
ン
コ
ー
ポ
ラ
ス
三
棟
五
〇
四

号

　
　
　

丹
野
守
正　
　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
内
海
三
九
三
番
地

　
　
　

丹
野
照
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
戸
ノ
内
七
七
番
地

　
　
　

藤
江
節
子　
　
　

静
岡
県
伊
豆
の
国
市
北
江
間
一
七
二
六
番
地
の
一
〇

　
　
　

丹
野
善
雄　
　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
戸
ノ
内
七
七
番
地

　
　
　

本
田
惠
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
名
取
が
丘
三
丁
目
九
番
二
号

　
　
　

丹
野
た
い
子　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
戸
ノ
内
七
七
番
地

　
　
　

太
田
よ
し
子　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
八
丁
目
一
三
番
地
の
一
〇

　
　
　

丹
野
勝
雄　
　
　

宮
城
県
名
取
市
飯
野
坂
一
丁
目
五
番
一
六
号

　
　
　

丹
野
タ
ケ
ヨ　
　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
住
吉
台
西
二
丁
目
七
番
地
の
六　

身
体
障
害
者
療
護
施
設
仙
萩
苑

　
　
　

相
澤
梅
子　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
長
町
五
丁
目
七
番
一
四
号

　
　
　

髙
橋
敬
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
愛
の
杜
一
丁
目
二
三
番
地
の
一
〇

　
　
　

丹
野
敬
男　
　
　

東
京
都
墨
田
区
京
島
三
丁
目
五
番
四－

一
〇
二
号　

八
代
荘

　
　
　

小
平
守
夫　
　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
八
丁
目
九
番
地
の
一

　
　
　

飯
田
み
つ
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
鹿
野
三
丁
目
一
七
番
一
七
号

　
　
　

相
澤
義
雄　
　
　

宮
城
県
名
取
市
飯
野
坂
一
丁
目
四
番
四
六
号

　
　
　

丹
野
き
た
の　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
一
本
杉
四
四
番
地

　
　
　

及
川
真
理
子　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
一
本
杉
四
四
番
地
の
八

　
　
　

幕
田
千
鶴
子　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
二
丁
目
二
〇
番
地
の
七

　
　
　

丹
野
勝
秋　
　
　

宮
城
県
名
取
市
高
柳
字
皇
檀
ケ
原
一
四
二
番
地
の
三

　
　
　

石
川
き
ぬ
よ　
　

宮
城
県
名
取
市
増
田
二
丁
目
七
番
一
号　

山
武
荘
一
〇
号

　
　
　

佐
藤
多
賀
子　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
一
本
杉
四
四
番
地

　
　
　

洞
口
あ
さ
子　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
三
丁
目
一
番
地
の
九

　
　
　

小
平
英
俊　
　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
八
丁
目
九
番
地
の
一

　
　
　

髙
橋
美
佳　
　
　

宮
城
県
岩
沼
市
中
央
四
丁
目
六
番
三
一
六
号

　
　
　

若
林
久
輝　
　
　

神
奈
川
県
横
須
賀
市
佐
野
町
一
丁
目
一
一
番
地

　
　
　

袴
塚
有
子　
　
　

神
奈
川
県
横
須
賀
市
佐
野
町
一
丁
目
一
一
番
地

　
　
　

松
浦
正
一　
　
　

宮
城
県
名
取
市
名
取
が
丘
六
丁
目
七
番
五－

一
〇
八
号　

雇
用
促
進
愛
島
宿
舎
住
宅

　
　
　

松
浦
徹　
　
　
　

宮
城
県
名
取
市
ゆ
り
が
丘
四
丁
目
二
七
番
地
の
二

　
　
　

小
平
正
治　
　
　

宮
城
県
名
取
市
せ
き
の
し
た
五
丁
目
二
八
番
地
の
四

　
　
　

小
畑
き
よ　
　
　

宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
八
幡
一
八
二
番
地
の
五　

長
田
ア
パ
ー
ト
一
〇
一
号

　
　
　

小
畑
茂
美　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
丁
目
一
二
番
一
二
号　

仙
石
屋
ビ
ル
三
〇
二

　
　
　

小
畑
利
浩　
　
　

宮
城
県
名
取
市
手
倉
田
字
八
幡
一
三
二
番
地
の
五　

長
田
ア
パ
ー
ト
一
〇
一
号

　
　
　

小
畑
祐
二　
　
　

宮
城
県
名
取
市
田
高
字
原
四
七
二
番
地
の
一　

ジ
ュ
ネ
ス
参
号
館
一
〇
五
号

　
　
　

小
野
正
宏　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
連
坊
小
路
一
〇
番
地
の
一

　
　
　

小
々
高
勝　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
江
二
丁
目
二
二
番
一
五－

二
〇
八
号

　
　
　

森
修
一　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
松
陵
三
丁
目
五
八
番
地
の
二
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森
修
司　
　
　
　

福
井
県
越
前
市
高
瀬
一
丁
目
一
八
番
九
号　

タ
カ
セ
ハ
イ
ツ
Ｃ－

二
〇
二

　
　
　

森
修　
　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
五
輪
二
丁
目
一
一
番
二
〇
号

　
　
　

小
畑
直
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
閖
上
字
太
子
堂
一
三
二
番
地
の
二

　
　
　

小
畑
一
成　
　
　

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
一
〇
番
一－

二
三
一
七
号

　
　
　

小
畑
清
文　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
向
陽
台
二
丁
目
三
一
番
一
五
号

　
　
　

張
山
孝
子　
　
　

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
八
丁
目
一
九
番
地
一　

メ
ゾ
ン
パ
ス
テ
ル
二
〇
三

　
　
　

髙
橋
祐
一　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
三
丁
目
五
番
二
二
号

　
　
　

髙
橋
美
波　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
三
丁
目
五
番
二
二
号

　
　
　

相
澤
達　
　
　
　

 

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
三
八
番
一
〇
号　

レ
ジ
デ
ン
ス
リ
バ
ー
サ
イ
ド
Ａ
棟

二
〇
一

　
　
　

相
澤
正　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
日
辺
字
沖
田
東
一
五
番
地　

仮
設
住
宅
一
七
号
棟
三

　
　
　

相
澤
君
枝　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
種
次
字
番
古
一
二
九
番
地
の
一

　
　
　

相
澤
篤　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
下
愛
子
字
観
音
九
番
地
の
一　

ウ
エ
ス
ト
サ
バ
ー
ビ
ア
五
〇
二

　
　
　

相
澤
朗　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
南
小
泉
四
丁
目
八
番
一
一
号　

エ
イ
ト
ハ
ウ
ス
二
〇
三

　
　
　

相
澤
め
ぐ
み　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
南
小
泉
四
丁
目
八
番
一
一
号　

エ
イ
ト
ハ
ウ
ス
一
〇
五

　
　
　

中
川
ひ
ろ
み　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
中
町
一
七
番
六
二
号　

エ
ト
ワ
ー
ル
中
町
二
〇
二

　
　
　

小
林
や
え
子　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
大
野
田
字
元
袋
一
四
番
地

　
　
　

宍
戸
孝
義　
　
　

宮
城
県
名
取
市
高
舘
吉
田
字
乗
馬
九
三
番
地
の
一
〇

　
　
　

本
間
せ
つ
子　
　

宮
城
県
名
取
市
高
舘
吉
田
字
北
宮
神
明
二
番
地
の
四

　
　
　

相
澤
節
雄　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
袋
原
六
丁
目
二
番
二
四
号

　
　
　

宍
戸
昭
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
高
舘
吉
田
字
乗
馬
九
三
番
地
の
一
〇

　
　
　

大
友
た
く
み　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
西
中
田
三
丁
目
一
番
一
一－

六
〇
一
号

　
　
　

渡
邊
か
ち
子　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
若
林
六
丁
目
八
番
三
〇
号　

ル
ミ
コ
ー
ト
Ｔ
二
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
牛
道
下
七
四
番
地
の
二

　
　
　

渡
邊
信
一　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
若
林
六
丁
目
八
番
三
〇
号　

ル
ミ
コ
ー
ト
Ｔ
二
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
牛
道
下
七
四
番
地
の
二

　
　
　

渡
邊
千
秋　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
今
泉
一
丁
目
一
番
二
五－

六
号

　
　
　

佐
藤
雄
幸　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
柳
生
字
田
中
五
二
番
地

　
　
　

菅
田
か
よ
子　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
日
辺
字
宅
地
六
四
番
地

　
　
　

渡
邊
幸
広　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
一
丁
目
一
九
番
地
の
五

　
　
　

富
樫
幸
江　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
緑
ケ
丘
二
丁
目
一
六
番
二
七
号

　
　
　

渡
邊
達
男　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
大
野
田
字
竹
松
二
三
番
地
（
一
六
Ｂ
七
Ｌ
）

　
　
　

渡
邊
ア
キ
コ　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
浜
字
石
場
七
八
番
地
の
一

　
　
　

渡
邊
正　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
浜
字
石
場
七
八
番
地
の
一

　
　
　

渡
邊
昭
則　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
広
瀬
東
二
九
番
地　

荒
井
東
市
営
住
宅
一
棟
五
一
一

　
　
　

渡
邊
亨　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
蒲
町
字
東
二
五
番
地
の
二　

ネ
オ
ハ
イ
ツ
蒲
町
公
園
Ⅱ－

七
一
〇

　
　
　

渡
辺
八
郎　
　
　

宮
城
県
名
取
市
植
松
二
丁
目
一
〇
番
一
号

　
　
　

宍
戸
順
一
郎　
　

宮
城
県
岩
沼
市
押
分
字
間
畑
三
四
番
地
の
一
〇

　
　
　

金
ケ
瀬
き
よ
子　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
南
一
丁
目
四
番
二
七
号

　
　
　

宍
戸
か
し
く　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
六
丁
目
九
番
地
の
二
二

　
　
　

宍
戸
征
憲　
　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
六
丁
目
九
番
地
の
二
二

　
　
　

宍
戸
吉
展　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
洞
ノ
口
八
〇
番
地
の
一
〇

　
　
　

家
政
カ
ツ
ヱ　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
沖
野
七
丁
目
八
番
六
一
号

　
　
　

宍
戸
勝
弘　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
九
六
番
地
の
一
四

　
　
　

沢
田
石
道
子　
　

宮
城
県
多
賀
城
市
城
南
二
丁
目
一
三
番
一
九
号
（
グ
リ
ー
ン
コ
ー
ト
Ｅ
二
二
）

　
　
　

鈴
木
廣
子　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
北
中
山
一
丁
目
三
番
地
の
五

　
　
　

黒
森
良
子　
　
　

北
海
道
北
広
島
市
中
の
沢
九
〇
番
地
一

　
　
　

橋
本
春
美　
　
　

北
海
道
北
広
島
市
大
曲
南
ヶ
丘
三
丁
目
四
地
番
三

　
　
　

間
野
智
子　
　
　

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
曙
十
二
条
一
丁
目
三
番
一
四－

二
〇
二
号

　
　
　

黒
森
勝
彦　
　
　

北
海
道
北
広
島
市
中
の
沢
九
〇
番
地
一

　
　
　

工
藤
清
美　
　
　

北
海
道
北
広
島
市
広
葉
町
四
丁
目
九
番
地
一　

Ｂ
四－

三
〇
二

　
　
　

佐
藤
君
江　
　
　

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
境
田
一
番
地
三
六

　
　
　

菊
地
文
彦　
　
　

宮
城
県
岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
一
四
九
番
地
の
三

　
　
　

佐
藤
あ
や　
　
　

宮
城
県
岩
沼
市
栄
町
三
丁
目
一
番
一
五
号

　
　
　

東
海
林
岸
江　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
ひ
よ
り
台
八
番
一
四
号

　
　
　

瀬
野
尾
昭
男　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
桜
ケ
丘
三
丁
目
一
二
番
三
号

　
　
　

瀬
野
尾
好
昭　
　

宮
城
県
名
取
市
本
郷
字
三
合
田
五
番
地

　
　
　

大
石
好
子　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
若
林
五
丁
目
九
番
五－

四
〇
六
号

　
　
　

髙
橋
晴
美　
　
　

北
海
道
釧
路
市
旭
町
九
番
一
号

　
　
　

阿
部
勝
歳　
　
　

北
海
道
亀
田
郡
七
飯
町
緑
町
一
丁
目
一
番
二
七
号
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渡
瀬
よ
し
子　
　

北
海
道
函
館
市
昭
和
四
丁
目
四
五
番
三
号

　
　
　

宍
戸
寛　
　
　
　

宮
城
県
岩
沼
市
下
野
郷
字
新
関
迎
一
一
三
番
地

　
　
　

工
藤
高
子　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
二
丁
目
四
番
地　

市
営
住
宅
四
い
七
棟
二
三
号

　
　
　

小
野
た
み
子　
　

宮
城
県
岩
沼
市
中
央
四
丁
目
八
番
二
五
号

　
　
　

宍
戸
廣
昭　
　
　

宮
城
県
岩
沼
市
松
ケ
丘
二
丁
目
一
一
番
地
の
一
〇

　
　
　

寺
嶋
登
美
子　
　

東
京
都
足
立
区
梅
田
三
丁
目
二
番
二
三－

五
〇
六
号

　
　
　

小
西
弘
美　
　
　

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
一
八
一
番
地
の
一　

フ
レ
ン
ド
リ
ー
春
大
路
四
一
二
号
室

　
　
　

寺
嶋
徳
昭　
　
　

東
京
都
足
立
区
梅
田
三
丁
目
二
番
二
三－

五
〇
六
号

　
　
　

若
生
惣
壽　
　
　

千
葉
県
市
川
市
田
尻
五
丁
目
一
九
番
二
四
号
（
青
葉
荘
第
一　

一
号
）

　
　
　

栗
原
文
夫　
　
　

宮
城
県
名
取
市
植
松
字
入
生
二
七
四
番
地
の
一　

二
号
棟
五
号

　
　
　

丹
野
勝
三　
　
　

和
歌
山
県
日
高
郡
美
浜
町
大
字
田
井
二
八
五
番
地
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
歌
山
県
日
高
郡
由
良
町
大
字
吹
井
六
九
二
番
地

　
　
　

栗
原
誠　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
吹
上
四
六　

雇
用
促
進
住
宅
四
郎
丸
宿
舎
二－

四
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
名
取
市
閖
上
六
丁
目
二
二
番
二－
二
〇
四
号

　
　
　

丹
野
勲　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
大
宮
三
七
番
地
の
一

　
　
　

丹
野
竹
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
五
丁
目
二
一
番
地
の
五

　
　
　

丹
野
正
彦　
　
　

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
五
丁
目
二
一
番
地
の
五

　
　
　

丹
野
真
二　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
大
谷
地
一
番
九
号

　
　
　

丹
野
和
子　
　
　

宮
城
県
名
取
市
牛
野
字
内
海
三
九
三
番
地

　
　
　

菅
井
光
子　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
吹
上
七
一
番
地
の
五

　
　
　

丹
野
守　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
柳
生
四
丁
目
一
二
番
地
の
一　

サ
ニ
ー
プ
レ
イ
ス
Ⅰ－

二
〇
一

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
二
号
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の

で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

送
達
す
べ
き
書
類　

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

二　

送
達
を
受
け
る
べ
き
者　

　
　

氏
名
・
住
所
不
明　

た
だ
し
阿
部
武
喜
の
相
続
人

　
　

H
atsue Iw

ahara T
suboi 　

住
所
不
明

　
　

Y
utaka T

suboi 　

住
所
不
明

　
　

Clara A
kem
i T
usboi Sato　

住
所
不
明

　
　

Linda T
okiko T

suboi Sato　

住
所
不
明

　
　

W
ilson K

iyoharu T
suboi　

住
所
不
明

　
　

Flavia Y
ukie T

suboi Y
am
am
oto　

住
所
不
明

　
　

Shizue Iw
ahara T

suboi　

住
所
不
明

　
　

K
atsuichi Iw

ahara　

住
所
不
明

　
　

M
ilton K

atsuhiro Iw
ahara　

住
所
不
明

　
　

O
dete K

ayoko Iw
ahara　

住
所
不
明

　
　

Y
oko Iw

ahara

　
　
　

た
だ
し
聞
取
り
に
よ
り
判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

中
村
一
子　

Izabel K
azuko A

oshim
a　

住
所
不
明

　
　

Jose Y
oshio N

akam
ura　

住
所
不
明

　
　

Luiz T
eruyoshi N

akam
ura　

住
所
不
明

　
　

Eduardo

　
　
　

た
だ
し
、M

aria Y
oshie K

itakaw
a

の
死
亡
証
明
書
か
ら

　
　
　

判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

Lucia
　
　
　

た
だ
し
、M

aria Y
oshie K

itakaw
a

の
死
亡
証
明
書
か
ら

　
　

判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

O
svaldo

　
　
　

た
だ
し
、M

aria Y
oshie K

itakaw
a

の
死
亡
証
明
書
か
ら

　
　
　

判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

M
ario K

azuo N
akam

ura　

住
所
不
明

　
　

A
na Fussako N

akam
ura　

住
所
不
明
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A
ntonio T

oshio N
akam

ura　

住
所
不
明

　
　

A
parecida Sueno N

akam
ura D

a Silva　

住
所
不
明

　
　

香
田
タ
カ
ノ　

住
所
不
明

　
　
　

判
明
し
た
最
後
の
住
所　

Rua A
ntonio Jose Escudeiro, 416 Parque Grajau, Brasil

　
　

Y
ukie K

oike K
oda　

住
所
不
明

　
　

Flavio M
assao K

oda　

住
所
不
明

　
　

Eliane Satie K
oda 　

住
所
不
明

　
　

M
ary K

oda　

住
所
不
明

　
　

Sadatoshi K
oda　

住
所
不
明

　
　

Lupion Fum
iyo K

oda　

住
所
不
明

　
　

ア
ベ
ツ
ギ
コ　

住
所
不
明

　
　

T
erezinha K

ayoko A
be M

otoda　

住
所
不
明

　
　

Claudio Seiti A
be　

住
所
不
明

　
　

Silvio Shinyti A
be　

住
所
不
明

　
　

M
ario Rioti A

be　

住
所
不
明

　
　

Regina Riyoko A
be　

住
所
不
明

　
　

Paulino M
itsuiti U

eda　

住
所
不
明

　
　

Sergio A
kira K

aihara　

住
所
不
明

　
　

N
elson Y

oshiro K
aihara　

住
所
不
明

　
　

Ciro M
azini　

住
所
不
明

　
　

Luiz A
ntonio M

azini　

住
所
不
明

　
　

M
assayoshi A

ndo　

住
所
不
明

　
　

Fusako Shinohara　

住
所
不
明

　
　

H
aruko A

ndo N
agatani　

住
所
不
明

　
　

M
assako W

atanabe　

住
所
不
明

　
　

Luzia A
ndo　

住
所
不
明

　
　

T
om
eko A

ndo K
om
ori　

住
所
不
明

　
　

M
inoru A

ndo　

住
所
不
明

　
　

Paulo K
iyoshi A

ndo　

住
所
不
明

　
　
（D

rice

） Yaeko A
ndo M

arcato　

住
所
不
明

　
　

K
im
iko A

ndo Ikegam
i　

住
所
不
明

　
　

Satiko K
ubo Y

am
am
oto　

住
所
不
明

　
　

氏
名
・
住
所
不
明　

た
だ
し
、Satiko K

ubo Y
am
am
oto

の
夫

　
　

Robert K
azuo Y

am
am
oto　

住
所
不
明

　
　

D
ario Y

am
am
oto

　
　
　

た
だ
し
聞
取
り
に
よ
り
判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

Celso Y
am
am
oto

　
　
　

た
だ
し
聞
取
り
に
よ
り
判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

久
保
英
樹　

住
所
不
明

　
　

ミ
ヤ
ジ
ル
イ
コ　

住
所
不
明

　
　

Claudio H
ideki K

ubo　

住
所
不
明

　
　

K
aren　

た
だ
し
聞
取
り
に
よ
り
判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明

　
　

Cristina　

た
だ
し
聞
取
り
に
よ
り
判
明
し
た
氏
名
の
一
部　

住
所
不
明
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